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議会全員協議会より

（仮称）ひたちなか・東海クリーンセンター

建設進捗状況についての報告

東海村清掃センターは、1992（Ｈ4）年に供用開始し、16年が経過してい
ます。建設当時、地元との合意は、「現在地に増築、新築はしない」という
ことでした。村は次の清掃センター建設について抜本的検討が必要になっ
ていました。

いっぽう、ひたちなか市では、勝田清掃センターが1985年供用開始、那珂湊清掃センターが1989年供用開始と

いう状況から、現在老朽化がすすみ、早急な改築が必要とされています。また、茨城県が1998（Ｈ10）年に策定した

「ごみ処理広域化計画」では、当地区においては「ひたちなかと東海村との広域処理」が位置づけられています。

2004年からひたちなか・東海行政連絡会環境問題検討連絡協議会が発足
①ごみの減量化・資源化の推進検討 ②中間処理施設の建設検討 ③ＰＦＩ導入の検討 ④最終処分場の検討

⑤財政負担割合の検討 ⑥一部事務組合を含めた広域組織体制の検討などから調査研究が開始されました。

実施方針が決められました

その後重ねてきた話し合いの結果まとめられたのが、現在両市村のホームページで公表されている実施方針で

す。概要のみお知らせしますが、詳しくは役場環境政策課、村ホームページなどでご確認下さい。

①場所：ひたちなか市新光町地内（国有地） ②施設規模：220ｔ（110t×2炉） 24時間連結稼動

③方式：ストーカ炉＋灰溶融 ④期間予定 （ア）設計・施工 平成21年4月～平成24年7月

（イ）運営・維持管理 平成24年8月～平成43年7月（20年間）

⑤事業概要：施設整備はDBO方式（PFI手法に則った公設民営方式）により実施

⑥契約形態：設計・施工及び運営事業を一括で委託する

日本共産党村議団はこう考えました

「村の問題は、村と村民で解決することが原則」との立場から、行政の広域化については基本的には賛成でき

ません。しかし、新しい清掃センターの候補地が村内には見当たらないこと、また、村のごみ処理に関する基本的

な考え方、「新しいごみ焼却施設は，環境と安全に配慮した施設とします。可能な限り，ごみの減量・資源化・最終

処分量の削減等に努め，循環型社会形成のシンボルとなる施設をめざします」には賛成できることなどから、引き

続き、ごみを極力燃やさない方向やごみの減量化・資源化、安全なごみ処理等で、住民のみなさんとともに意見・

提言していくことを前提に、大きくこの２つの点を理由に、全体としてこの計画に反対はしていません。

今後も続く国・県の行政の広域化推進の流れに対しては、住民のみなさんとごいっしょに話し合い、対応してまい

ります。
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東海南中の音楽室 暑さ対策してほしい

異常気象による暑い日が続くなかで、教室や特別室の暑さ対策を求

める声があいついでいます。今回、吹奏楽の練習時の暑さ対策につい

て声が寄せられ、早速教育委員会へ届けましたが、村内小・中学校全

体の問題として早急な対応が求められています。引き続き、現地調査と

教育委員会との協議をつよめてまいります。


